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東日本大震災で発生した災害廃棄物（がれき）の広域処理に係る

京都府の対応について

京都府文化環境部

東日本大震災において、大規模な津波により膨大な災害廃棄物が大量に発生し、そ

の迅速な処理が、復旧復興に向けての喫緊の課題となっています。

被災地では仮設焼却炉を設置するなど、全力を挙げて処理が進められておりますが、

処理能力や最終処分場が大幅に不足している状況にあることに鑑み、内閣総理大臣及

び環境大臣から、本府を含む被災団体以外の地方公共団体に対して、東日本大震災に

より生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第６条第１項の規定に基づき、広域

的な協力の要請が行われているところです。

こうした状況の中で、京都府をはじめ府内市町村でも災害廃棄物の広域処理に対す

る様々な動きが出てきておりますので、この間の状況を報告します。

１ これまでの府内の主な動き

○市町村の検討状況（4/18現在）

・受入れについて前向きに検討している市町村

５市町（京都市、舞鶴市、京丹波町（最終処分場としての対応）、宮津市、福知山市）

京都市は、安全を確認するための専門家委員会を立ち上げ検討の予定

○府・市町村議会の状況（4/18現在）

・災害廃棄物の受入れに関する決議

５議会（京都府議会、京都市議会、舞鶴市議会、京田辺市議会、京丹波町議会）

○知事による現地視察及び住民との意見交換等

３月28日 京丹波町内の㈱京都環境保全公社瑞穂環境保全センター（最終処分場）を

視察。住民（保全センター監視委員会委員）と意見交換

３月31日 京都駅前において、環境大臣とともに「みんなの力でがれき処理プロジェ

ト街頭キャンペーン」に参加

４月４日 舞鶴市を視察（焼却施設及び最終処分場）、住民と意見交換

４月17日 知事から舞鶴市長あて災害廃棄物の広域処理に係る協力要請文発出
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２ 国の協力要請に対する京都府の回答

去る３月１６日付通知により、内閣総理大臣及び環境大臣から広域的な協力

要請があり、４月６日付で環境大臣あてに以下の考え方を回答。

＜４月６日付け回答骨子＞

○ 京都府受入に対する考え方

本府は、自ら処理施設を持たないため、実際の処理については市町村等の

協力が必要となるが、府としては、「関西広域連合における東日本大震災

の災害廃棄物処理に関する考え方」に基づき、市町村等の協力のもと、試

験焼却により安全性を実証し、住民の理解を得て受け入れていく。

○ 国への要請事項

① 災害廃棄物の広域処理について、国民の不安を払拭しながら、自治体やそ

の住民が安心して受け入れられる環境整備を、国の責任において行うこと。

② 大阪湾フェニックスにおける最終処分についての個別評価を早急に行うこ

と。

③ 風評被害が生じないよう国として万全の対策を講じるとともに、風評被害

が発生した場合は、国が責任をもって対応すること。

④ 関西広域連合が設定した安全基準を上回る焼却灰等が生じた場合は、国が

責任を持って対応すること。
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＜参 考＞

■ 災害廃棄物の受け入れ対象、基準等

＜受け入れ対象と期間＞

・国のマスタープランでは平成26年３月までにがれき処理を完了するとして

いる。

・対象がれきは、岩手、宮城県の自県処理能力を超える約400万ｔ（全体の

約20％）分（福島県分は対象外。）

＜安全性の確保＞

・岩手・宮城両県の広域処理の対象となるのは、放射性セシウム濃度が不検

出又は低い沿岸部の安全性が確認されたものに限る。

・受け入れ基準については、関西広域連合で一般食品基準と同値の国より厳

しい基準を定め、それに則して受け入れ。注

・この基準を担保するため、搬出から最終焼却、埋め立てまでの各段階でき

め細かく放射線量等を測定。安全性に問題ありの場合は、被災地に返却。

注

「関西広域連合における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する考え方」での受入基準

項 目 放射性物質濃度（目安値）

国 関西広域連合

受け入れる廃棄物 ストーカ炉の場合 240 Bq/kg以下 100 Bq/kg以下

流動床炉 480 Bq/kg以下

陸域で埋め立てる焼却灰等 8,000 Bq/kg以下 2,000 Bq/kg以下
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